　　　必 (かなら)ず返 (へん)信 (しん)してください！！重要 (じゅうよう)

なわて災 (さい)害 (がい)時 (じ)地 (ち)域 (いき)支 (ささ)え合 (あ)い制 (せい)度 (ど)　同意書 (どういしょ)
	四條畷 (しじょうなわて)市長 (しちょう)　宛 (あて)
１．同意 (どうい)することにより、介護 (かいご)認定 (にんてい)の要介護度 (ようかいごど)、障 (しょう)がい手帳 (てちょう)の種別 (しゅべつ)、等級 (とうきゅう)、障 (しょう)がい名 (めい)などの情報 (じょうほう)及び (および)裏面 (りめん)にご記入 (きにゅう)いただいた情報 (じょうほう)が避難 (ひなん)支援 (しえん)等 (とう)関係者 (かんけいしゃ)（※1）に提供 (ていきょう)されます。
２．同意 (どうい)により、災害 (さいがい)時 (じ)の避難 (ひなん)行動 (こうどう)支援 (しえん)が必 (かなら)ずなされることを保証 (ほしょう)するものではなく、また、避難 (ひなん)支援 (しえん)等 (とう)関係者 (かんけいしゃ)は、法的 (ほうてき)な責任 (せきにん)や義務 (ぎむ)を負 (お)うものではありません。
３．命 (いのち)にかかわるような安否 (あんぴ)確認 (かくにん)などの必要 (ひつよう)がある場合 (ばあい)に住居内 (じゅうきょない)に立 (た)ち入 (い)ることを承諾 (しょうだく)し、やむを得 (え)ず、その住居 (じゅうきょ)などの一部 (いちぶ)を破 (は)損 (そん)しても、修繕 (しゅうぜん)、損害 (そんがい)賠償 (ばいしょう)などについて一切 (いっさい)請求 (せいきゅう)しません。
※1　避難 (ひなん)支援 (しえん)等 (とう)関係者 (かんけいしゃ)… (・・・)大東四條畷 (だいとうしじょうなわて)消防 (しょうぼう)組合 (くみあい)、大阪 (おおさか)府警 (ふけい)本部 (ほんぶ)、民生 (みんせい)委員 (いいん)・児童 (じどう)委員 (いいん)、四條畷 (しじょうなわて)市 (し)社会 (しゃかい)福祉協 (ふくしきょう)議会 (ぎかい)、自主 (じしゅ)防災 (ぼうさい)組織 (そしき)、地区 (ちく)福祉 (ふくし)委員会 (いいんかい)、地域 (ちいき)自治 (じち)組織 (そしき)の代表者 (だいひょうしゃ)(地区 (ちく)会長 (かいちょう)、自治 (じち)会会長 (かいかいちょう)等 (とう))、地域 (ちいき)包括 (ほうかつ)支援 (しえん)センター (せんたー)、障 (しょう)がい者 (しゃ)相談 (そうだん)支援 (しえん)センター (せんたー)及 (およ)び避難 (ひなん)支援者 (しえんしゃ)


上記 (じょうき)の内容 (ないよう)を理解 (りかい)した上 (うえ)で、私 (わたし)は、避難 (ひなん)支援 (しえん)等 (とう)関係者 (かんけいしゃ)に情報 (じょうほう)を提 (てい)供 (きょう)することに
· 同意 (どうい)します。⇒裏 (うら)にもご記入 (きにゅう)ください。
・同意 (どうい)の意思 (いし)について、変更 (へんこう)の申 (もう)し出 (で)がない限 (かぎ)り自動 (じどう)継続 (けいぞく)とします。
・提供 (ていきょう)していただいた情報 (じょうほう)を基 (もと)に災害 (さいがい)時 (じ)の支援 (しえん)体制 (たいせい)づくりを行 (おこな)うため、連絡 (れんらく)をさせてもらうことがありますが、その際 (さい)はご協力 (きょうりょく)ください。
· 同意 (どうい)しません（※２）。⇒理由 (りゆう)をお聞 (き)かせください。
□　自力 (じりき)で避難 (ひなん)できる。　　□　同居 (どうきょ)の人 (ひと)が支援 (しえん)してくれる。
□　その他 (た)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※２　災害 (さいがい)が発生 (はっせい)し、避難 (ひなん)支援 (しえん)等 (とう)を行う (おこな)必要 (ひつよう)がある時 (とき)は、災 (さい)害 (がい)対 (たい)策 (さく)基 (き)本 (ほん)法 (ほう)に基 (もと)づき、
避難 (ひなん)支援 (しえん)等 (とう)関係者 (かんけいしゃ)等 (とう)に不 (ふ)同 (どう)意 (い)であっても、名簿 (めいぼ)情報 (じょうほう)を提供 (ていきょう)することがあります。
令和 (れいわ)　　年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)
◎（ご本人 (ほんにん)署名 (しょめい)）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご本人 (ほんにん)が署名 (しょめい)できない場合 (ばあい)又 (また)は未成年 (みせいねん)の場合 (ばあい)は、下記 (かき)に代理 (だいり)の方 (かた)が署名 (しょめい)をお願 (ねが)いします。
代理人 (だいりにん)署名 (しょめい)（続柄 (つづきがら)）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）
代理人 (だいりにん)住所 (じゅうしょ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代理人 (だいりにん)電話番号 (でんわばんごう)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本人 (ほんにん)氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（裏面に続きます）
【同意 (どうい)された方 (かた)は太枠 (ふとわく)をご記入 (きにゅう)ください。】
	ふりがな
	
	生年 (せいねん)月日 (がっぴ)
	大正 (たいしょう)・昭和 (しょうわ)・平成 (へいせい)・令和 (れいわ)
　年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)

	氏名 (しめい)
	
	
	

	
	
	性別 (せいべつ)
	男 (おとこ)　　・　　女 (おんな)

	住所 (じゅうしょ)
	


	電話番号 (でんわばんごう)
	

	
１．災害 (さいがい)が起 (お)こったときにA～Cのどの状況 (じょうきょう)が一番 (いちばん)近 (ちか)いか1つ○をしてください。
A　自力 (じりき)での避難 (ひなん)が困難 (こんなん)
B　自力 (じりき)で動 (うご)けるが、歩行 (ほこう)に不安 (ふあん)がある
C　自力 (じりき)で動 (うご)けるが、情報 (じょうほう)入手 (にゅうしゅ)や避難 (ひなん)判断 (はんだん)に不安 (ふあん)がある

２．世帯 (せたい)の状況 (じょうきょう)について教 (おし)えてください。A～Cの当 (あ)てはまるものに1つ○をしてください。
A　ひとり暮 (く)らし
B　ご本人 (ほんにん)と一緒 (いっしょ)に住 (す)んでいる方 (かた)が全員 (ぜんいん)70才 (さい)以上 (いじょう)又 (また)は18歳 (さい)以下 (いか)
C　上記 (じょうき)のいずれにも該当 (がいとう)しない

３．個別 (こべつ)避難 (ひなん)計画 (けいかく)（※３）の作成 (さくせい)を希望 (きぼう)しますか。
A　希望 (きぼう)します（個別 (こべつ)避難 (ひなん)計画 (けいかく)の作成 (さくせい)を希望 (きぼう)しても必ず (かなら)作成 (さくせい)されるものではありません。）
B　希望 (きぼう)しません
※３ 同意 (どうい)された避難 (ひなん)行動 (こうどう)要支援者 (ようしえんしゃ)のお話 (はなし)を聞 (き)きながら、世帯 (せたい)の細 (こま)かな状況 (じょうきょう)、避難 (ひなん)時 (じ)の留意 (りゅうい)事項 (じこう)、災害 (さいがい)発生 (はっせい)時 (じ)に伺 (うかが)う人 (ひと)等 (など)をあらかじめ決 (き)めておくものです。
　　   希望 (きぼう)された方 (かた)については、避難 (ひなん)支援 (しえん)等 (とう)関係者 (かんけいしゃ)等 (など)が、計画 (けいかく)策定 (さくてい)に向 (む)けてお話 (はなし)をお伺 (うかが)いする可能性 (かのうせい)があります。
４．緊急 (きんきゅう)連絡先 (れんらくさき)を教 (おし)えてください。A～Cの当 (あ)てはまるものに1つ○をしてください。
また、Cに○をした方 (かた)は、緊急 (きんきゅう)連絡先 (れんらくさき)を記入 (きにゅう)してください。
A　緊急 (きんきゅう)連絡先 (れんらくさき)なし
B　裏面 (りめん)の代理人 (だいりにん)と同 (おな)じ
C　下記 (かき)のものを緊急 (きんきゅう)連絡先 (れんらくさき)として届出 (とどけで)します(下記 (かき)に記入 (きにゅう)してください)
	ふりがな
	
	本人 (ほんにん)との
続柄 (つづきがら)
	

	氏名 (しめい)
	
	
	

	住所 (じゅうしょ)
	
	電話番号 (でんわばんごう)
	






